
大阪市立弘済院放置自転車撤去要綱 

 

                       制定 平成 26 年 4 月 15 日 

 

（目的） 

第１条 大阪市立弘済院利用者（以下、「弘済院利用者」という。）のための附設

自転車駐輪場の駐輪スペースを確保するために、放置自転車の撤去について

は、この要綱の定めるところによる。 

 

（駐輪スペース） 

第２条 院長は、大阪市立弘済院において、別図のとおり弘済院利用者のため

の自転車駐輪スペースを定める。 

２ 院長は、必要があると認めるときは、駐輪スペースを変更することができ

る。 

 

（駐輪の禁止） 

第３条 弘済院利用者は、駐輪スペース以外に自転車を駐輪してはならない。 

２ 院長は、駐輪スペース以外に自転車を駐輪し、又は駐輪しようとしている

弘済院利用者に対し、当該自転車を駐輪スペースその他適切な場所に移動す

るよう命ずることができる。 

 

（違反行為に対する措置） 

第４条 前条に規定する命令に従わない場合は、当該自転車を駐輪スペースへ

移動し、保管することができる。 

２ 自転車が、駐輪スペース及びその他敷地内に１週間以上継続して放置され

ていることにより、弘済院の施設管理上支障を及ぼすおそれがあると認めら

れるときは、当該自転車を撤去、保管することができる。 

３ 前２項の規定に基づき自転車を撤去し、保管したときは、当該自転車の所

有者等に対し、その旨を通知する。 

 

（告示） 

第５条 院長は、前条の規定に基づき自転車を撤去し、保管したときは、次に

掲げる事項を告示しなければならない。 

 ア 自転車を撤去し、保管したこと。 

 イ 放置していた場所及び保管している場所 

 ウ 告示日以降の取り扱い 



 エ 返還の請求 

２ 前条第３項に基づく通知は、当該自転車の所有者が判明しない場合は、前

項の規定に基づく告示をもって代えるものとする。 

 

（保管自転車の取り扱い） 

第６条 所有者等が保管された自転車の返還を請求する場合は、別紙様式によ

る申請を院長に提出し、返還を受けるものとする。 

２ 院長は、保管している自転車について、告示後３月を経過しても前項の規

定に基づく返還の請求がないときは、当該自転車を処分することができる。 

 

（附則） 

この要綱は平成 26 年４月 15 日から施行する。 

 

（附則） 

この要綱は令和４年 11 月 22 日から施行する。 

 

 



 

別図 

駐輪場 



別紙様式 

 

撤去物返還請求書 

 

平成  年  月  日 

 

 

大阪市立弘済院長 様 

 

 

 今回撤去された物件につき、所有者、又は所有者の親族であることを証明し

ますので、当該物件を返還いただきますようお願いします。 

なお、撤去等措置の過程において生じた費用につきましては、全額当方にお

いて負担いたします。 

 

 

 

住所                

 

氏名                

 

電話番号              

 

 


